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顧問弁護士のご案内 （オンライン対応）セミナー講師派遣のご案内

取り扱い業務のご案内

　企業活動において生じる人事労務や取引先とのトラブル、経営拡大・新規事業
によって生ずる新たなリスク。弁護士法人リーガルプラスは、「適正な価格」で社
内事情・業界をよく知る弁護士が、スピーディーに対応いたします。

【対応業種】介護・医療機関、保険代理業、飲食業、販売業、IT関連業、建築・内装業、製造業　など

　リーガルプラスでは、交通事故、労災事故、相続トラブル、離婚、借金問題、企業
法務などの法律問題について、各地域で対応しています。まずはお気軽に、お近く
の事務所へご相談ください。

　リーガルプラスでは、ご希望に沿ったテーマでの社内セ
ミナーや、勉強会の講師派遣を承っております。
　近年、法令遵守の徹底や、それに伴うガバナンスの強
化、ハラスメントの予防・体制作りといった点に意識を持
たれる企業も多くなってきました。企業が抱えるさまざま
な問題について、弁護士が社内セミナーの講師として、研修を通じてコンプライア
ンス意識の向上や、労務管理のレベルアップを支援します。

【受付】 
TEL：03-6265-1686（平日 9：30〜18：00）

E-mail:mail@bengoshi-lp.com
講演研修テーマ・費用などお気軽にお問い合わせください。

【市川法律事務所】 
TEL：047-712-5100

【東京法律事務所】 
TEL：03-6265-1817

【千葉法律事務所】 
TEL：043-301-6761

【船橋法律事務所】 
TEL：047-407-4680

【成田法律事務所】 
TEL：0476-20-3031

【津田沼法律事務所】 
TEL：047-409-6371

【かしま法律事務所】 
TEL：0299-85-3350

ニュースレターをお読みになられた方からの法律相談・個別案件のお問い合わせ（平日・土曜  9：30〜18：00）

法改正　過労死の労災認定基準の改正について
本年９月１４日、厚生労働省は、過労死などを引き起こす脳・

心臓疾患の労災認定基準を改正し、「血管病変等を著しく増悪
させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」
として公表しました。

脳・心臓疾患の労災認定基準については、前回の改正から約
２０年が経過する中で、働き方の多様化や職場環境の変化が生
じていることから、最新の医学的知見を踏まえて、厚生労働省の
「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会」におい
て検証などを行い、令和３年７月１６日に報告書が取りまとめら
れました。

 厚生労働省は、この報告書を踏まえて、脳・心臓疾患の労災
認定基準を改正しました。

今回の改正のうち、特に重要なポイントは、次の２点です。

１　長期間の過重業務の評価に当たり、労働時間と労働時間
以外の負荷要因を総合評価して労災認定することを明確化

【改正前】
発症前１か月におおむね１００時間または発症前２か月間ない

し６か月間にわたって、１か月あたり８０時間を超える時間外労
働が認められる場合について業務と発症との関係が強いと評価
できることを示していました。

【改正後】
上記の時間に至らなかった場合も、これに近い時間外労働を

行った場合には、「労働時間以外の負荷要因」の状況も十分に
考慮し、業務と発症との関係が強いと評価できることを明確に
しました。

２　長期間の過重業務、短期間の過重業務の労働時間以外の
負荷要因を見直し

脳・心臓疾患を引き起こす要因のうち、労働時間以外のもの
として、新たに認定基準に追加されたもののうち、特に重要な項
目は以下の３つです。

①休日のない連続勤務
休日のない（少ない）連続勤務については、連続労働日数、連

続労働日と発症との近接性、休日の数、実労働時間数、労働密度
（実作業時間と手待時間との割合等）、業務内容等の観点から
検討し、評価することとされています。

②勤務間インターバルが短い勤務
勤務間インターバルとは、終業から次の始業までの時間をい

います。
長期間の過重業務の判断に当たっては、睡眠時間の確保の観

点から、勤務間インターバルがおおむね１１時間未満の勤務の有
無、時間数、頻度、連続性等について検討し、評価することとさ
れています。

③事業場外における移動を伴う業務
事業場外における移動を伴う業務については、移動（特に時

差のある海外への移動）の頻度、交通手段、移動時間及び移動
時間中の状況、移動距離、移動先の多様性、宿泊の有無、宿泊施
設の状況、宿泊を伴う場合の睡眠を含む休憩・休息の状況、業
務内容等の観点から検討し、併せて移動による疲労の回復状況
等も踏まえて評価することとされました。

今回の改正により、使用者側としては、単に労働者の労働時
間を管理するだけでなく、休日や勤務間隔などを含めた総合的
な労務管理が要求されることとなります。

【津田沼法律事務所】
所属弁護士：小湊　敬祐（こみなと　けいすけ）

中央大学法学部法律学科卒業、中央大学法科大学院法務研
究科修了後、弁護士登録（千葉県弁護士会）。主に、交通事
故、労災事故、債務整理、相続、離婚、中小企業法務（労務問

題）を中心に活動を行う。趣味は自然の中でのんびりすること。好きな言葉は「学問救
世」。

プロフィール



編集後記
2022年の新年に向け、福袋やおせちがニュースで取り上げられているのを見聞きするようになり

ました。コロナ渦で外出自粛であった今年の年明けと比べ、ワクチン接種が浸透し来年は明るい兆し
も見え始めているとう雰囲気が感じられ、昨年重点が置かれたステイホームの内向き需要だけではな
く、外向きの消費に対応した商品が多く出ているようです。
また店頭前の長い行列や密を避けるため、オンラインでの予約制度や、福袋を一部年内に前倒しで

販売し、正月三が日だけに来客が集中することを避ける対応をする百貨店もあるとのこと。これまで
の経験をもとに、安全かつ便利な対策がとられているという印象です。
ちなみに百貨店「松屋」の2022年福袋のテーマは「希望の懸け橋（かけはし）」とのこと。感染再拡

大の予断を許さない状況ではある中でも明るい話題が提供されることに、希望の懸け橋を見ることが
できるように思えます。

交通事故解決事例

ニュースレターをお読みになられた方からの法律相談・個別案件のお問い合わせ（平日・土曜  9：30〜18：00）

事例
Aさんは、通勤中の赤信号で停止中、後方から追突され相手

方に過失１００％ある事故でした。Aさんはこの事故により腰椎
捻挫・頸椎捻挫の診断名を受けました。

Ａ１．まずは主治医に相談
相手方保険会社は、昨今、打ち切りの時期が早まっているよう

です。今回のケースも、相手方保険会社は、車両修繕費が高額で
はないことから軽微な事故であると主張し、事故から1か月半で
治療費と休業損害の支払いを打ち切りました。

治療費や休業損害の打ち切り連絡があった際は、まずは主治
医にご相談ください。主治医が、治療を継続したほうが良い、就
労はまだ控えた方が良いと言う場合には、その旨相手方保険会
社に申告し、治療費や休業損害の支払いを求めましょう。

Ａ２．通勤災害の場合には労災の検討を
今回の事故は通勤中の事故であったため、通勤災害として労

災適用の事案でした。
依頼者の業務は、バスの運転手です。乗客・乗務員の安全確

保のため、治療費と休業損害の支払い打ち切り後も業務復帰が
できませんでした。そこで、通勤災害として労災申請し、治療費
と休業補償を得ながら治療を継続することになりました。

Ａ３．主治医が症状固定と判断したら後遺障害申請の検討を
主治医が症状固定の判断をした場合には、後遺障害申請する

か検討します。
Ａさんは、事故後１か月半で治療費の支払いが打ち切られ、そ

の後、労災で８か月間治療を継続しました。今回のケースでは、
治療期間が争われていたことと、労災での後遺障害が認められ
やすい傾向にあるため、労災での後遺障害申請と、自賠責での

【市川法律事務所】 
TEL：047-712-5100

【東京法律事務所】 
TEL：03-6265-1817

【千葉法律事務所】 
TEL：043-301-6761

【船橋法律事務所】 
TEL：047-407-4680

【成田法律事務所】 
TEL：0476-20-3031

【津田沼法律事務所】 
TEL：047-409-6371

【かしま法律事務所】 
TEL：0299-85-3350

事故から1か月半後、相手方保険会社から「修繕費の金
額から、軽微な事故といえる。来月以降は治療費と休業
損害の支払いはできない。」と言われました。まだ事故
による痛みは継続し、仕事にはまだ復帰できません。ど
うしたらいいですか。

Q

後遺障害申請、共に行いました。
結果として、今回は労災と自賠責ともに後遺障害等級１４級９

号に認定されました。

その後、相手方保険会社と示談交渉をし、治療期間を争いま
した。治療費の打ち切り後、治療中に主治医に行っていた医療
照会をもとに、打ち切り後の８か月間の治療期間のうち、６か月
を治療期間とすることで合意しました。治療費と休業損害、慰謝
料、逸失利益を含め依頼者の納得する解決をすることができま
した。

弁護士が関わった意義
「治療終了までの生活について道筋を立てられたこと」
Aさんは、事故後１か月半で相手方保険会社から治療費・休業

損害の打ち切りの連絡を受けました。また、事故直後に依頼し
た他事務所の弁護士と折り合いがつかず、合意解約された後に
当事務所へご相談にいらっしゃいました。その際、労災が使える
ことをご存知なく、事故後に業務復帰ができず、給与も休業損
害も支払われないため、生活に不安を抱えていらっしゃいまし
た。

Ａさんには労災が使えること、治療費と休業補償が得られる
ことをご説明し、治療を継続して頂きました。

Ａさんは、打ち切り後の生活の見通しがついたことで、不安が
軽減し、休業補償を得ながら通院を継続して頂くことができま
した。事故後１か月半で打ち切りの連絡があった案件でしたが、
後遺障害等級認定によりご本人にご満足いただける解決となり
ました。

【千葉法律事務所】
所属弁護士：北岡　真理子（きたおか　まりこ）

上智大学法学部卒業、上智大学大学院法務研究会修了後、弁
護士登録（千葉県弁護士会）。主に、交通事故、労災事故、債
務整理、相続、離婚、中小企業法務（労務問題）を中心として、

「最善の解決策が何かをつねに検討し、それを実現させる」という気持ちを大切に、活
動を行う。趣味は散歩や小旅行。

プロフィール


